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                              （vol.３９５）２０２３年 ７月                       

TEAM yoko-so 

                               “““eeexxxeeecccuuutttiiiooonnn２２２０００２２２３３３---７７７５５５＊＊＊８８８”””   

            私たちはお客様の“元気”をサポートします！ 

在在在りりり方方方、、、やややりりり方方方、、、捉捉捉えええ方方方   
京セラ創業者の稲盛和夫氏の「人生・仕事の成果＝見方・考え方×能力×熱意」という有名な成功の法則

がありますが、これを別の切り口から考えた経営者として理解しておかなければならない人生・仕事の成果

を導き出す三要素として「在り方」「やり方」「捉え方」があります。 
【在り方】とは、「成長し続けたい」「オープンでありたい」のようにどういう自分でありたいのか？どう

生きたいのか？という人生のあるべき姿であり熱意の源でもある『ミッション、目的』です。 
【やり方】とは、「どういう方法でやるのか」「どう行動するのか」というゴールを目指すための手段や方

法、行動の選択を指します。つまり『能力、手段・戦術』を指しています。 
【捉え方】とは、「事実をどう捉えるか」、事実は一つでも現実はその人の捉え方により人の数だけあると

いう言葉の通りで、物事をどう捉えるのかという『価値観、物の見方・考え方』を指しています。 

● 「捉え方（価値観）」を見直す 

成功するには成功するための価値観を身に付ける必要があります。ビジネスのベースとして「資本主義社 
会とはありがとうの集まるところにお金が集まる」という価値観があります。事実は他人を騙したり悪どい

商売で設けた人もいるかもしれませんがそれを気にしても成功には繋がりません。お客様のありがとうを集

めることが成功につながるのだとすれば、事実は様々であるとしても自分の物の見方・考え方を成功に近づ

くための価値観に集中し行動すればよいのです。これをパラダイムシフトといいます。 
在り方を考えるためにもやり方を選択するためにも、まずは世の中の現象・状態・出来事をどう捉えるか

という価値観（物の見方・考え方）が大きく影響をします。これが成功の出発点に他なりません。 

● 「やり方（手法）」に惑わされない 

ゴールが決まればあとはやり方です。具体的な手段を選択して具体的な計画に落とし込み行動しながら一

歩ずつ目的達成に近づいていく必要があります。この時に注意すべきは「目的と正しい捉え方（理念）」とい

うベースがあるからこそ正しい手段の選択ができるということです。成功から逸れてしまう経営者の典型が

理念を忘れて手法・ノウハウに囚われてしまうのです。そういう経営者の口グセが理念と手法を分離してと

らえた「理念じゃ飯は食えない」です。「理念がなければ飯を食う必要がない」のに気づきません。 

コンサルタントに潰されるのもこのタイプです。コンサルは理念により選択された手法の効果を上げるた

めに利用するものなのです、理念に紐づかないコンサルの小手先だけのお得情報に惑わされると必ず失敗し

ます。コンサルタントは手法・戦術の専門家であって理念・戦略については社長に全責任があるのです。 

● 「在り方（目的）」がすべての源 

どんなに上手く戦術を実践しても目的から逸れればすべてが無意味です。そしてどんな戦術でも壁にぶち当 
たり厳しい状況に追い込まれることもあります。その時にパワーの源になるのはやはり目的に他なりません。 
 コロナ禍でそれまでの業態が社会から否定されるほどの打撃を受けた経営者がいます。余裕がある時は理

念を語っても追い込まれると損得と売上と数字ばかりに目が向いてしまう経営者が多い中、足掻き苦しみな

がらも次から次へと手を打ち窮地を乗り越える戦いの中で常に頭の中にあるのは「ありがとうと言っていた

だくためには何をすれば良いか？」という理念だけだったと話されていらっしゃいました。 
大変な時にこそ理念が問われます。大変な時にこそ経営者の真価が問われます。 
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 今今月月ののワワンンポポイインントト！！          ((担担当当：：濵濵﨑﨑))    

◆◆◆   電子帳簿保存法～２０２４年から本格稼働に備えよ‼～ 

電子帳簿保存法とは、帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とするこ

と、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律で２０２２年１月１日より改正されました。

ただし、２０２３年１２月末までは電子取引のデータ保存の義務化についての「宥恕期間」となっています。 

● 電子帳簿保存法の種類 

 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく３種類に区分されています。③の電子取引について要件

が一部強化されたため、宥恕期間が終了する２０２４年１月１日より、すべての事業者において電子的に受領

した取引情報をデータで保存するという対応が必要になります。 

 
※株式会社マネ―フォワード「電 子 帳 簿 保 存 法 の 概 要 と 対 策 ガ イ ド 」より引用 

● 改正の内容 

① タイムスタンプ要件の緩和：タイムスタンプ付与期間が緩和されました。また、スキャニングの際の自

署が不要になるとともに、訂正または削除のログを確認できるシステムを利用した場合、タイムスタン

プが不要になります。各システムベンダーの対応については、タイムスタンプ付与するシステムを提供

しているパターンと、タイムスタンプ付与せず訂正または削除のログを残すシステムを提供している２

パターンの２種類の対応が見られます。 
② 検索要件の緩和：検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の３つのみに変更となりました。税

務調査の際にダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定および３つの項目を組み合わせて検索で

きる機能の確保が不要になります。 
③ 電子取引データの書面保存が廃止：電子上でやり取りしたデータを紙出力した書面のみで保存する方法

が原則認められなくなります。電子取引データ自体を、要件を満たして保存する必要があります。 

● 対応のポイント 

電子帳簿保存法については、「どこまで対応するか」がポイントとなります。強化された電子取引のみに

対応するのか、もしくは、今回の改正を機に電子化に向けて大きく舵を切るのかによって必要な対応が変わ

ります。規制が強化された電子取引のみに対応する場合は、ファイル名等を工夫することで、自力で対応す

ることも可能です。最近では、無料で電子取引対応サービスを提供しているシステム会社もあります。 

● まとめ 

電子帳簿保存法への対応は、継続企業の前提のもとに経営をする会社において重要な課題です。適切に対

応することで、企業の業務効率化にもつながる側面もあります。TEAMyoko-so では、今後も電帳法対応に向

けた情報提供をしてまいります。ご質問等ありましたら、お気軽に弊社担当者までご相談ください。 
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  ＦＦＰＰレレポポーートト       

★★★   悩悩悩めめめるるる相相相続続続第第第２２２１１１弾弾弾！！！   

  政府が所有者不明土地対策と位置付ける３本の柱が４月から本格的に動き出しました。 
  ５月に分割協議に期限を設定、相続した土地・建物の登記の義務化をレポートさせていただきました。今

回は４月２７日から始まりました不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」に関してレポートを

お送りいたします。 

●●●   所有者不明の土地の発生抑制 

相続土地国庫帰属法は正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」と言い 

ます。この法律の目的は、相続で取得した土地が管理ざれず、放置されるのを防ぐことにあります。 

  日本では、代々相続が重なることによって権利関係が複雑化して所有者が分からなくなった土地が年々増 

化しています。所有者不明の土地が増える背景には、地方から都市部に多くの人が移住したために、地方で 

代々受け継がれてきた土地の所有意識が薄れたこと、また少子高齢化が進んだために人口が減少し、土地利

用のニーズが少なくなったことなどがあります。 

  このような状況に対し、所有者が明確なうちに国の管理下に置くことで。土地の再利用を促し、新たな所 

有者のもとで活用できるようにすることが法律の目的です。 

● 申請方法は 

  申請ができるのは相続や遺贈で土地を取得した相続人になります。本制度の開始（令和５年４月２７日） 

前に相続をした土地も申請できます。また、兄弟など複数の人により相続した共同所有の土地でも申請でき

ます。ただし、その場合は、所有者（共有者）全員で申請する必要があり、申請先は申請する土地を管轄す

る法務局もしくは地方法務局になります。 

  後述する土地の要件を満たすことを確認したうえで、法務局に承認申請に必要な書類一式を提出し、審査 

手数料を納めます。法務局で申請に必要な書類が受理されると、法務局の担当官が書類を審査したうえで必

要に応じて実地調査が行われます。このとき、申請者がやむを得ない理由がある場合を除いて、担当官の調

査に応じない場合には申請が却下されてしまうこともあります。 

●●●   負担金の算出方法 

審査の結果、申請が承認されると、その旨の通知が申請者に届きます。１０年分の土地管理額が決まると負 

担金の通知がきますので、申請者は通知から３０日以内に負担金を納付しなくてはいけません。納付期限を 

過ぎてしまうと。承認が無効となってしまいますので注意が必要です。 

  相続土地国庫帰属法施行令で定められた負担金に関するルールは、都市計画法の市街化区域と用途地域の

どちらの指定を受けていない地域の宅地を申請した場合には面積の大小にかかわらず負担金は一律２０万円

です。一方、市街化区域か用途地域に指定された地域に存在する宅地を申請した場合には、草刈などの管理

をしなければならないため、面積により負担金がかわります。 

  市街化区域、用途地域、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域、土地改良事業等の施行区域のい

ずれにも当てはまらない地域の田、畑の場合には、面積の大小にかかわらず、負担金は一律２０万です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！   

一方、市街化地域の他、上記に当てはまる地域の田、畑を申請した場合

には、面積によって負担金額が変わります。森林の場合には、単純に面

積の大きさで負担金額が決まります。次回は相続土地国庫帰属制度の

メリット・デメリットをお送りいたします。 
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次号予告・おしらせ

7月は暑さにも負けない元気なyoko-soの様子を
お届けします。

天気が安定しない毎日ですが、皆様もyoko-so
と一緒にこの夏を楽しみましょう。

来月も乞うご期待下さい。

長く続いた繁忙期を駆け抜け６月を迎えました。５月を乗り切り、メン
バーは皆ほっとしています。ご協力いただいた皆様、ありがとうござい
ました。

遅ればせながら、４月にメンバーの１人が産休・育休から復帰しまし
た。横総では、産休から復帰した２人目のメンバーとなります。新入社
員とともに横総にさらなる活気と新しい風をもたらしています。一方で、
毎月の月初ミーティングでは長年勤めるメンバーが「勤続〇年」と表彰
されることも増えました。様々な年代、歴の人が集まる組織に成長して
います。

また、毎年恒例にはなってきましたが、６月からポロシャツ着用を始
めています。９月まではスーパークールビズ期間として明るく元気に営
業します。

今月の
yoko-so

1・2年目メンバーは、来月より担当者に同行するジョブローテーションが始まります。
同行を受け入れて下さる皆様には大変感謝しております。
緊張することもあると思いますが、あたたかく見守って頂ければ幸いです。

４月に復帰しました。
毎日楽しく仕事させて
いただいています︕

 

次号予告・おしらせ

８月は毎年恒例の税理士試験です！

繁忙期が終わり、少しずつ和やかになってきた
yoko-soですが、 試験に向けまたもや所内の雰
囲気が引き締まっているように感じます。
猛暑日が続いておりますが、体調に気を付けな
がらお客様の実現をサポートできるようスタッ
フ一同尽力して参ります！

来月も乞うご期待下さい。

今回ツアーに参加したのは、TEAMyoko-so のＣＥＯである代表の泉と横
浜総合マネジメントの代表である栃倉の２人。

孤児院の子供たちはＳｃｈｏｏｌ Ａｉｄ Ｊａｐａｎの支援を受けな
がら、一生懸命真っすぐに成長しているようで、日本の子供たちよりも
意欲的に感じたと、帰国した栃倉から所内のメンバーに向け研修の報告
がありました。
「カンボジアから遠く離れた事務所内で写真を見て感じること」と、
「生ぬるい風やでこぼこの地面を足で感じながら、自分の目で見てカン
ボジアを感じるのは全くの別物だ」という言葉を聞いて来年こそは必ず
参加しよう！と誓いました。

まさにＣｈｏｉｃｅ ｔｈｅｏｒｙだと感じました！（Ｃｈｏｉｃｅ ｔ
ｈｅｏｒｙ→未来は今の自分の選択により作られる！）

今月の
yoko-so

行ってきました︕
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今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””      

 

「夢は見た瞬間から叶いはじめる 
夢見ることができるか否かが問題だ」 

 
夢を見る力を才能と呼び夢を実現する力を努力と呼ぶ．．．小さな欲は我欲、大きな欲は 
夢となる。夢は社会に対する責任からうまれる、それには広くて深い視野が必要だ。 
 
★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた 
ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．１８３) 

 

★  先日、建物内で LED の光により野菜の水耕栽培をする農園に見学に行って参りました。ビル内で栽培し

てビル内のキッチンで調理しカフェで提供する「ビル産ビル消」を実現されていました。郊外の農園ではな

く都会のビル内での６次産業です。弊社がどう SDGS に取り組んで行くのか何ができるのかと悩むヒントが

見付かったような気がします。今まで弊社は人と人を繋いできました。弊社は「もの」を作ることが出来ま

せんのでこれからは「人」と「環境」、「場」と「環境」に関われないかを模索してみたいと思います。 （NISHIO） 

★  ２泊４日の弾丸ツアーにて事務所で支援するスクールエイドジャパンのカンボジア視察に行ってきまし

た！学校寄贈のイベントに始まり、孤児院での里子達との面談、給食・食料支援の現場視察、学校建設ヒア

リングの立ち合いなど…朝から夜までスケジュールみっちりの研修でした！日本と異なる未開発の環境で

育つカンボジアの子供の未来と、高齢化まったなしの日本の子供の未来。持続的発展のためにどうやって統

合していくべきなのか？今ではなく未来の軸で考える必要性を痛感する旅となりました。 （TOCHIKURA） 

★  ある日突然クレジットカードが使用できなくなりました。問い合わせしたところ「不正利用の疑いがあり

一時的に停止しています。×月×日に海外サイトでおもちゃ購入しようとしましたか？…」と覚えのないサ

イトをいくつか言われ「不正利用と確定しましたのでこのカードは完全停止し再発行になります」と。今回

はシステムで検知されたため、実際に使用はされておらず被害もなく、再発行された後の各種支払いの再登

録が面倒なだけで済みました。それにしてもＡＩってスゴイ！             (YAMAMOTO） 

★ 一年ぶりにカンボジアの孤児院を訪問しました。４０度近い猛暑のカンボジアを駆け抜けるハードな二泊

三日でした。私たち yoko-so の里子三人に卒業生の元里子二人が駆けつけてくれ、さらに卒業生の一人は結

婚して奥さんと子供を連れて会いに来てくれて、七人のカンボジアの家族との再会。厳しい環境のなかで皆

が明るく元気に頑張る姿を見て涙が溢れました。私たちＳＡＪ（スクールエイドジャパン）のカンボジア支

援開始から２２年、孤児院開設から１５年、１０万人を超える孤児に対して８０人の孤児院では「焼け石に

水」と言われながらも「焼け石に水でも良い水を滴し続けよう」と言う渡邉さん（ワタミ創業者）の言葉に

感動して始めたカンボジア支援ですが２２年を経て滴し続けた水は確実に岩を穿ちカンボジアの教育という 

分野に風穴を空けようとしています。国は学校建設予算 

がなく村で校舎を建てたら教師を派遣する仕組みですが 

村には校舎建設の資金などなくボランティア団体頼みが 

続いています。また今年孤児院の定員を８０人から１０ 

０人に増やします。まだまだ支援が必要です。ぜひ、皆 

さまのご協力ご支援をお願いします。     (IZUMI）  
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 TEAM yoko-so   

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス 

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 
 
 

   セミナーのご案内   ※関与先値引き有り 

★ “戦略の日” 中期経営計画作成セミナー 

              自社の５年後のあるべき姿と、そのための経営課題を明確にするための一日！ 

日時 ： ２０２３年 ８月２４（木）  ９月５（火）  ９月２６（火）／１０時～１８時半 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ３社限定  料金一社 ５５，０００円 

昼食代込 （お二人迄参加可） 

 

 

 

★ “未来創造塾” 全６回経営者セミナー  ≪※※※年間会員募集中※※※≫ 

              第１３７回「幹部合宿の内容と成功の秘訣』 ～中小企業経営者へ～ 

講師：税理士法人横浜総合事務所  代表社員 山本 歩美 

日時 ： ２０２３年９月１５日（金）／１６時～１８時 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５，０００円（未来創造塾年会員の方及びお連れ様 1 名は無料） 

 

 

  ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越豊司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、社会保険労務士法人エール 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人フードアカウンティング協会 

㈱パワーズアンリミテッド、税理士法人東京クロスボーダーズ 

ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ  http://www.yoko-so.co.jp/ 
 Note（毎月更新）、facebook（毎日更新）にもつながります 

 

http://www.yoko-so.co.jp/

















